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ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金に 

係る基金設置法人の募集について（公募要領） 

 

平成２５年２月 

経済産業省 

中小企業庁 

 

 

経済産業省では、ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金に係る基金

設置法人の公募を行います。 

事業の概要、応募方法その他留意していただきたい点は、この公募要領に記載するとお

りですので、応募される方は、熟読いただくようお願いいたします。 

なお、基金設置法人として選定された場合には、追って定める｢ものづくり中小企業・小

規模事業者試作開発等支援補助金交付要綱｣（以下「交付要綱」という。）及び「ものづく

り中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金実施要領」（以下「実施要領」という。）

に従って手続等を行っていただくことになります。 

また、この公募は、政府が１月１５日に閣議決定した平成２４年度補正予算案に盛り込

まれている事業に関するものであり、実際の事業実施には当該補正予算案の国会での可

決・成立が必要となります。 
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公募要領目次 

 

 

Ⅰ．ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金について 

 １．補助金の目的 

 ２．補助対象となる事業等について 

 ３．採択基準について 

 ４．基金設置法人の選定について 

 ５．応募の方法について 

 

Ⅱ．留意事項等について 

 １．基本的な事項について 

 ２．補助金の交付について 

 ３．補助金の経理等について 
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ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金に係る 

基金設置法人の募集について 

 

 

１．補助金の目的 

本補助金は、ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金を実施するため、

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援基金（仮称。以下「基金」という。）

を造成し、当該基金を活用して、ものづくり中小企業・小規模事業者が実施する試作品の

開発や設備投資に要する経費の一部を補助する事業（以下「ものづくり中小企業・小規模

事業者試作開発等支援事業」という。）を行うことにより、中小企業・小規模事業者の競争

力強化を図るとともに、即効的な需要の喚起と好循環を促し経済活性化を速やかな実現を

目指す。 

 

２．補助対象となる事業等について 

 (1) 対象となる事業及び対象事業者について 

実施要領に定める事業を実施するための基金を造成する事業（以下「補助対象事業」   

という。）を交付の対象とし、当該事業を行う補助事業者（以下「基金設置法人」と

いう。）については、非営利型法人（法人税法第２条第９号の２）に該当する一般社

団法人・一般財団法人その他の非営利法人（この補助金に対し法人税が課されること

となる法人を除く。）のうちから、１法人を選定します。 

 

※応募段階では、非営利型でない一般社団法人・一般財団法人も応募することが可能

ですが、補助金の交付決定までには非営利型に移行していただくことが必要です。

そのため、応募時には、その具体的な見通しを示すことが必要です。 

 

 (2) 補助金の交付額について 

本補助金の交付額は、平成２４年度補正予算により定められる定額とします（平成

２４年度補正予算案に計上されている本補助金の額は、約 1,007 億円です）。 

  

(3) 基金の管理方法 

基金の管理については、資金の安全性と資金管理の透明性が確保される方法により

行うものとします。実際の基金管理を行うに当たっては、基金の管理方法に関する具

体的な内容について、事前に中小企業庁長官の了解を得ていただきます。 

 

 (4) 基金の運用方法 

① 基金の運用について保有することができる資産は、以下のとおりとし、これ以外

による場合については、事前に中小企業庁長官の了解を得ていただきます。 

・国債、地方債その他確実かつ有利な有価証券の取得 

・金融機関への預金（普通預金又は定期預金） 
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・元本に損失が生じた場合にこれを補てんする旨を定める契約を締結した金銭信託

の受益権 

 

 (5)基金の使途 

① 基金の運用収入及び基金の取り崩しによる収入は、以下の使途に充てるものとし

ます。 

・実施要領に定めるところにより、基金設置法人からの委託により行われるものづ

くり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業の実施及びその実施に必要な事務

に要する経費 

・基金設置法人におけるものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業の

管理及び基金の管理運営に要する経費 

② 基金からの支払いに当たっては、事前に、支払額、その明細及びその根拠を示す

書類並びに基金の残高に関する資料を整え、中小企業庁長官に報告し、その了解を

得た上で実施するものとします。 

  

(6)基金の残額の扱い 

基金設置法人は、ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業の終了時

において、基金に残額がある場合は、別に定める手続に従い、これを経済産業大臣に

納付するものとします。 

 

 (7)基金管理の終了 

基金事業を行う期間は、原則、平成２６年１２月までとします。 

 

  ※ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業は、基金設置法人が同事業

の実施を委託した事業者（以下「事務局」という。）により行われることとなりま

す。 

    事務局は、補助金の交付決定及び助成金の交付申請の状況等に応じて必要があれ

ば、事業実施期間等について、中小企業庁長官及び基金設置法人に指示を仰ぐもの

とします。また、事業の継続の可否に関わる事態が発生した場合には、事務局は速

やかに中小企業庁長官及び基金設置法人の指示を仰ぐものとします。 

 

 (8)基金の経理 

基金に係る経理については、他の経理と明確に区分して収入額及び支出額を記載し、

基金の使途を明らかにしておかなければなりません。 

 

 (9)ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業の委託とその指導監督 

①基金設置法人は、補助金により造成された基金を用いて、ものづくり中小企業・小

規模事業者試作開発等支援事業の実施を、中小企業庁長官が定める事務局に委託し

ます。 
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②基金設置法人は、ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業の適正か

つ円滑な実施を確保するため、以下の指導監督を行います。 

ア．報告徴収による事業の実施状況の把握と国への報告及び事務局の指導 

実施要領に基づく事務局からの報告を受けるほか、ものづくり中小企業・小規

模事業者試作開発等支援事業の実施状況を把握し、その適正かつ円滑な実施を確

保するために必要な報告を求めるとともに、それにより得た情報を適時適切に中

小企業庁長官に報告するものとします。また、必要に応じて事務局に対し改善の

指導を行うこととします。 

イ．事業の実施に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合の国

への報告及び事務局の指導 

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業の適正かつ円滑な実施

に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、中小企業

庁長官に速やかに報告するとともに、その指示を仰ぎ、事務局に対し必要な改善

を指導するものとします。 

 

 (10) その他 

以上(1)～(9)に掲げた事項を含め、補助対象事業及び基金を活用して行う事業の詳

細については、追って定める交付要綱及び実施要領に定めますので、参照してくださ

い。交付要綱及び実施要領の案については、後日ホームページに公表予定ですが、提

出先窓口でも入手できますので、個別にお問い合わせください。 

 

３．採択基準について 

事業の採択は、以下の項目を総合的に評価して行うものとします。 

 

 (1)基金の管理・運用 

○基金の管理について、安全性と資金管理の透明性が確保される方法により行うもの

であるか。 

○基金の運用について、安全かつ有利な方法で行うものであるか。 

○基金からの支払いを適切に管理できるか。 

 

 (2)事務局の指導監督 

○ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業の指導監督を適切に行える

か。 

○同事業をより効果的・有意義なものとするための事業実施上の工夫の提案 

 

 (3)体制整備と事務費用 

○(1)及び(2)の事務を適切に行うために必要かつ適正な事務・管理体制を整えられる

か。 
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○(1)及び(2)の事務を行うために要する費用は適正かつ合理的か。 

 

 (4)法人自体について 

○法人の信頼性 

○中小企業・小規模事業者の競争力強化を図るとともに、即効的な需要の喚起と好循

環を促し経済活性化を速やかな実現を目指すという本補助金の目的との関連性 

○補助対象事業を通じて公益を達成しようとする強い意欲があるか。 

 

 (5)その他 

○行政支出総点検会議の指摘事項（平成 20 年 12 月 1 日）における公益法人への支出

に関する指摘を踏まえたものであること。 

 

４．基金設置法人の選定について 

 

 (1) 一般公募を行い、選定します。 

 

 (2) 応募者から提出された応募書類をもとに、有識者から成る外部評価委員会が、「も

のづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援基金管理業務の応募書類審査の手

順について」（別添１）及び「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援

基金管理業務に係る応募書類審査基準及び採点表」（別添２）に基づき厳正に審査

を行い、基金設置法人を選定し、補助金の交付を内示します。 

 

５．応募の方法について 

 

 (1) 応募方法 

事業の応募に必要な書類及び応募様式ファイルを保存したコンパクトディスク、デ

ジタルバーサタイルディスク又はＵＳＢメモリーを、公募期間内に持参又は郵送によ

り、経済産業省に提出していただきます。提出物は、封筒に入れ、宛名面に「ものづ

くり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金応募書類」と赤字で明記してくだ

さい。 

  

(2) 公募期間 

平成２５年２月１３日（水）から平成２５年３月４日（月）１７時必着 

  

(3) 説明会の開催 

  開催日時：２月１９日（火） １５時～１６時 

  場  所：経済産業省 

   説明会への参加を希望する方は、「（7）応募に関する質問の受付及び回答」の受付

先へ、電話にて２月１５日（金）１２時までにご連絡ください。説明会の会場は、ご
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連絡いただいた際にお知らせいたします。また、参加希望者が多数の場合は説明会を

複数回に分け、時間を調整させていただく場合がありますので、あらかじめご了承く

ださい。 

 

(4) 応募に必要な書類及び提出部数 

① 公募申請書【様式１】 

（法人の定款又は寄付行為、法人の概要が分かる説明資料、過去３年の事業報告及

び決算報告（又は事業計画及び収支予算）を添付してください。） 

② 事業実施計画書【様式２】 

③ 事務費用内訳【様式３】 

（基金及びものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業の管理に要する

事務費用の見込みを記載してください。） 

 

① から③の書類を経済産業省に対しそれぞれ５部ずつ提出していただくととも

に、これを保存したコンパクトディスク、デジタルバーサタイルディスク又は

ＵＳＢメモリー（一部）を同封してください。ただし、添付書類については、

書類（紙）のみの提出でも結構です。 

 

 (5) 提出先 

  経済産業省中小企業庁経営支援部創業・技術課 

  ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（補助金）担当 

  〒100-8901 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

 

（6）提出方法及び提出に当たっての注意事項 

① 持参又は郵送してください。 

② 持参する場合の受付時間は、平日の１０時から１７時まで（１２時～１３時は除

く）とします。 

③ 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残る方法に限ります（提出期限必着のこ

と。）。 

④ 提出された応募書類等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行う

ことはできません。また、返還も行いません。 

⑤ 参加資格を満たさない者が提出した応募書類等は、無効とします。 

⑥ 虚偽の記載をした応募書類等は、無効とします。 

⑦ 応募書類等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 

⑧ 提出された応募書類等は、経済産業省において、審査以外の目的に提出者に無断

で使用しません。審査の結果、基金設置法人として選定された者が提出した応募書

類等の内容は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４

２号）に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報（個人情報、法人等

の正当な利益を害するおそれがある情報等）を除いて開示される場合があります。 
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（7）応募に関する質問の受付及び回答 

○受付先 

   東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省中小企業庁経営支援部創業・技術課 

   TEL：０３－３５０１－１８１６ 

FAX：０３－３５０１－７１７０ 

 

○受付方法 

FAX（A4、様式自由）にて受け付けます。（来訪等による問合せには対応しません。） 

○受付期間 

平成２５年２月２５日（月）までの平日の１０時から１７時まで 

 

 (8) 応募書類提出後のスケジュールについて 

応募書類提出後の概略スケジュールは以下のとおりです。 

書面審査を通過した者を評価するため、外部評価委員会を開催します。 

 

 

公募締切り 平成２５年３月４日（月）１７時 

↓ 

応募書類の審査 

↓ 

外部評価委員会 

↓ 

採択案件の内示 

↓ その後すみやかに 

補助金交付申請書の提出（内示を受けた者は、辞退する場合を除き、補助 

↓          金交付申請書及び添付書類を提出してください。） 

補助金交付決定 

↓ 

補助対象事業の実施
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留意事項等について 

 

１．基本的な事項について 

本補助金の交付については、予算の範囲内で交付するものとし、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）及び補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）によるほか、交付要綱、

実施要領及びこの公募要領に定めるところによることとします。 

 

２．補助金の交付について 

 (1)交付申請 

公募により選定された基金設置法人には補助金の交付申請書を提出していただきま

す（申請手続等は交付要綱を参照願います。）。 

 

 (2)交付決定 

経済産業省は、提出された交付申請書の内容について審査を行い、補助金の交付が

適当と認められたものについて交付の決定を行います。 

 

 (3)事業の開始 

基金設置法人は本補助金の交付決定を受けた後に、事業開始することが可能となり

ます。 

基金設置法人が補助目的を達成するため他の事業者等と委託等の契約を締結するに

当たっては、契約日は交付決定日以降となりますので注意してください。 

 

３．補助金の経理等について 

 (1)補助金の経理等について 

補助対象事業の経費については、収支簿を備え他の経理と明確に区分して経理し、

補助金の使途を明らかにしておくとともに、支出内容を証する書類を整備しておく必

要があります。 

これらの帳簿及び証拠書類は、補助対象事業の完了後５年間、いつでも閲覧に供せ

るよう保存しておく必要があります。 

 

 (2)実績報告 

当該年度の補助対象事業が完了した場合は、事業終了後 30 日以内あるいは翌年度４

月 10 日のいずれか早い日までに経済産業省宛て提出していただきます。 

 

 (3)その他 

上記の他、必要な事項は交付要綱・実施要領に定めますので、これを参照してくだ

さい。
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（様式１） 

平成 25 年  月  日 

 

中小企業庁長官  殿 

 

                                  所  在  地 

                                   商号又は名称 

                                   代表者氏名               代表者印 

 

 

「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」公募申請書 

 

 

標記の件について、次のとおり必要書類を添えて申請します。 

 

１ 事業実施計画書 

２ 事務費用内訳 

３ 法人の定款又は寄付行為 

４ 法人の概要が分かる説明資料 

５ 過去 3年の事業報告及び決算報告（又は事業計画及び収支予算） 

 

 

（担当者欄） 

 

所属部署名： 

役職名： 

氏名： 

TEL： 

FAX： 

E-mail： 
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（様式２） 

事業実施計画書 

 

法人について 

法人名  

所在地  

設立  年 月 日 

役員等 ※代表者と理事全員（他の肩書きがある場合はそれを含めて記載ください。

国家公務員経験のある方については最終官職名を明示ください。） 

法人の目的  

主な活動  

年間の収支予算 ※収入・支出の規模とその項目（別紙でも可） 

法人の種類 ※非営利型一般社団法人・一般財団法人等の法人の種類を記載してく

ださい。一般社団法人・一般財団法人のうち公募申請段階で非営利

型に移行していない法人については、２月中に非営利型に移行する

具体的な見通しがあるかどうかについて記載ください。 

本事業への応募

理由 

 

 

 

 

 

基金の管理・運用について 

基金の管理方法 ※基金自体をどこでどのように管理するのかを記載ください。 

 

 

 

基金の運用方法

の方針 

 

 

 

 

基金からの支払

い事務の管理方

法 

※基金からの支払いについて、どのように審査し、チェックするのか

を記載ください。 

 

 

 

 



12 
 

 

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業者の指導監督 

ものづくり中小

企業・小規模事

業者試作開発等

支援事業の指導

監督をどのよう

に行うか。 

 

ものづくり中小

企業・小規模事

業者試作開発等

支援事業業をよ

り効果的・有意

義なものとする

ための事業実施

上の工夫 

※そうした提案があれば、記載ください。 

 

事務の実施体制と事務費用 

上記の事務を実

施するための事

務の実施体制・

人員 

※具体的に予定している者がいる場合は、具体名及びその者が適当な

理由についても記載してください。 

 

上記の事務を実

施するために要

する費用の合理

性 

※内訳については様式３に記載してください。 
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（様式３） 

事務費用内訳 

必要経費の項目 経費の見積額 

  

合計額  

※必要となるすべての事務費用（基金設置法人において、基金の管理やものづくり中小企

業・小規模事業者試作開発等支援事業の指導監督に必要となる事務費用）について記載

してください。
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（別添１） 

 

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援基金管理業務の 

応募書類審査の手順について 

 

 

１ 外部評価委員会による審査 

  ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援基金管理業務に係る外部評価委員

会（委員は有識者により構成し、非公開とする。）において、提出された応募書類の内容

について審査を行う。  

 

 

２ 企画書等の審査方法 

（１）『ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援基金管理業務に係る応募書類審

査基準及び採点表』に基づき、各委員が採点する。 

    【採点基準】                                 

      ・Ａ（良い）                         １０点 

      ・Ｂ（やや良い）                            ７点 

     ・Ｃ（普通）                   ５点 

・Ｄ（やや悪い）                             ３点 

    ・Ｅ（悪い）                            ０点 

 

 

（２）（１）の採点結果の平均点を算出し、その点数が最も高い者を基金設置法人とする。 

 

 

（３）平均点が同点の場合、次の基準で基金設置法人を選定する。 

    ① 「Ａ」の数が多い者を基金設置法人とする。 

    ② 「Ａ」の数が同数の場合は、「Ｂ」の数が多い者を基金設置法人とする。 

    ③  「Ｂ」の数も同数の場合は、「Ｃ」の数が多い者を基金設置法人とする。 

    ④  「Ｃ」の数も同数の場合は、「Ｄ」の数が多い者を基金設置法人とする。 

  ⑤ 「Ｄ」の数も同数の場合は、委員の多数決により選定する。 
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（別添２） 

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援基金管理業務に係る応募書類審査基準及び採点表 

 

委員名                      応募者               

審査項目 審査基準 配点 評価(A) 係数(B) A×B 

１ 基金の管理・運用 

(1) 
基金の管理について、安全性と資金管理の透明性

が確保される方法により行うものであるか。 

点

１０
 ×1 点

(2) 
基金の運用について、安全かつ有利な方法で行う

ものであるか。 

点

１０
 ×1 点

(3) 基金からの支払いを適切に管理できるか。 
点

１０
 ×1 点

２ 

 

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業の指導監督 

(1) 
ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支

援事業の指導監督を適切に行えるか。 

点

１０
 ×３ 点

(2) 

ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支

援事業をより効果的・有意義なものとするための

事業実施上の工夫の提案。 

点

１０
 ×２ 点

 ３  体制整備と事務費用 

 

(1) 
審査項目１、２の事務を適切に行うために必要か

つ適正な事務・管理体制を整えられるか。 

点

１０
 ×1 点

(2) 
審査項目１、２の事務を行うために要する費用は

適正かつ合理的か。 

点

１０
 ×1 点

 ４ 法人自体について 

(1) 法人の信頼性 
点

１０
 ×1 点

(2) 

中小企業・小規模事業者の競争力強化を図るとと

もに、即効的な需要の喚起と好循環を促し経済活

性化を速やかな実現を目指すという本補助金の目

的との関連性 

点

１０
 ×３ 点

(3) 
補助対象事業を通じて公益を達成しようとする強

い意欲があるか。 

点

１０
 ×２ 点

合計 
点

１００
 

 
点

 

【採点基準】 

Ａ（良い）   １０点 

Ｂ（やや良い）  ７点 

Ｃ（普通）    ５点 

Ｄ（やや悪い）  ３点 

Ｅ（悪い）    ０点 


